
江東区病児・病後児保育事業実施要綱 

平成１７年１２月１３日 

１７江子保第１０２２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、現に保育所等の保育施設（以下単に「保育施設」という。）

に入所中の乳幼児が病気の療養中で集団保育の困難な期間に、適切な保育が

確保される施設（以下「実施施設」という。）で当該乳幼児を一時的に預か

る病児・病後児保育事業（以下「事業」という。）を実施することにより、

保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、乳幼児の健全な育成及

び資質の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「乳幼児」とは、満１歳から小学校就学前までの者

をいう。 

２ この要綱において「病気」とは、次の各号のいずれかに該当するものをい

う。 

(1) 感冒、消化不良症（多症候性下痢）等乳幼児が日常罹患する疾患 

(2) 学校保健安全法施行規則（昭和３３年文部省令第１８号）第１８条第１

項第２号に規定する感染症疾患であって、麻しん以外のもの 

(3) ぜん息等の慢性疾患 

(4) 熱傷等の外傷性疾患 

３ この要綱において「回復期」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める時期をいう。 

(1) 前項第１号に定める日常罹患する疾患 急性期を経過した以降の時期 

(2) 前項第２号に定める感染症疾患 症状が固定し、医師が感染のおそれが

ないと判断した時期 

(3) 前項第３号に定める慢性疾患 発作が収まった以降の時期 

(4) 前項第４号に定める外傷性疾患 症状が固定した以降の時期 

（事業の委託） 

第３条 区長は、実施施設を有する者に事業を委託する。 

（実施施設） 



第４条 実施施設は、病児・病後児対応型施設（乳幼児が病気の回復期に至ら

ない場合で、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該乳

幼児を医療機関等に付設された隔離機能を有する専用スペースで保育し、１

日に１回以上医師が回診を行う等乳幼児の症状の変化に的確に対応できる体

制を整えている施設をいう。以下同じ。）又は病後児対応型施設（乳幼児が

病気の回復期にあり、かつ、集団保育が困難な時期において、当該乳幼児を

保育施設、医療機関等に付設された専用スペースで一時的に保育する施設を

いう。以下同じ。）であって、次に掲げる基準を全て満たすものとする。た

だし、平成２４年４月１日前に病児・病後児対応型施設又は病後児対応型施

設として指定された保育施設については、この限りでない。 

(1) 保育室、観察室又は安静室、調理室及び調乳室等事業の実施に必要な設

備を有すること（病児・病後児対応型施設においては、隔離の機能を有し

た部屋（利用定員１人当たり１．９８平方メートル以上とし、１室３．３

平方メートルを下回らない部屋をいう。）を併せて整備すること。）。 

(2) 保育室の面積は、原則として利用定員１人当たり１．９８平方メートル

以上とし、１室８平方メートルを下回らないこと。 

(3) 観察室又は安静室は、利用乳幼児の静養又は隔離の機能を持つ部屋であ

って、原則として利用定員１人当たり３．３平方メートル以上の面積を有

すること。 

(4) 専用の調乳室が設けられない場合には、調理室の一部を調乳場として区

画すること。 

(5) 保育室及び観察室又は安静室は、採光及び換気が確保されていること。 

(6) 便所には手洗い設備が設けられているとともに、実施施設の他の部分と

区画されており、かつ、乳幼児が安全に使用できるものであること。 

(7) 保育室内等、実施施設の安静室、調理室、調乳室及び便所以外の部分に、

乳幼児用手洗いが設けられているのが望ましいこと。 

(8) 保育事業を実施する場合には、感染防止のために出入口、便所及び乳幼

児用手洗い設備の全てが保育所の設備とは別に設けられていること。 

２ 実施施設は、非常災害に係る次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 軽便消火器等の消火用具を設置し、乳幼児の避難に有効な位置に２か所



２方向の避難経路を確保する等非常災害時に必要な設備を設けること。 

(2) 避難及び消火に対する訓練を定期的に実施すること。 

３ 実施施設の保育室及び観察室又は安静室を２階に設ける場合は、次に掲げ

る要件を全て満たすものとする。 

(1) 保育室及び観察室又は安静室を２階に設ける建物には、乳幼児が出入り

し、又は通行する保育室その他の場所に、乳幼児の転落防止のための設備

が設けられていること。 

(2) 保育室を２階に設ける建物が次のいずれかの要件を満たさない場合に

おいては、前項に規定する設備の設置及び訓練に特に留意すること。 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定す

る耐火建築物であること。 

イ 屋内階段のほか、乳幼児の避難に適した建築基準法第２条第７号に規

定する耐火構造の傾斜路若しくはこれに準ずる設備又は屋外階段が設け

られていること。 

４ 保育室を３階以上に設ける建物は、次に掲げる要件を全て満たすものとす

る。 

(1) 建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物であること。 

(2) 地上又は避難階（直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。）に直通し、

かつ、乳幼児の避難に適した建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

及び同条第２号各号に規定する構造の屋外階段が設けられていること。こ

の場合において、これらの階段は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保

育室の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が３０メートル以下となる

よう設けられていること。 

(3) 実施施設の調理室以外の部分と実施施設の調理室及び当該建物の実施

施設以外の部分を建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しく

は壁又は建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で区

画するなど、火災発生時に保育室等への延焼を防止するための必要な措置

を講じること。 

(4) 実施施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でして



いること。 

(5) 保育室その他の乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落

事故を防止する設備が設けられていること。 

(6) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が

設けられていること。 

(7) 病児・病後児保育の実施に必要な設備のカーテン、敷物、建具等で可燃

性のものについて防火処理が施されていること。 

（対象者） 

第５条 事業の対象者は、区内に住所を有する乳幼児（第１号カにあっては、

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第１項第２号又

は第３号の支給認定を受けている乳幼児）であって、次の要件を全て満たす

ものとする。 

(1) 次に掲げる保育施設又は保育事業を実施する施設のいずれかに入所し、

又は江東区家庭福祉員制度実施要綱（昭和５０年５月８日江厚保発第３８

号）に基づき区長が認定した家庭福祉員若しくは東京都家庭福祉員制度実

施要綱（昭和４４年６月２４日民児婦福第２０３号）に基づき特別区若し

くは市区町村の長が認定した家庭福祉員に保育されていること。 

ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第３項の届出をし

ている保育所及び第４項の認可を受けた保育所 

イ 児童福祉法第３４条の１５第１項及び第２項に定める家庭的保育事業

等を行う施設 

ウ 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱（平成７年１０月

２３日７福子推第２７６号）に定める定期利用保育事業を行う施設 

エ 東京都認証保育所事業実施要綱（平成１３年５月７日付１２福子推第

１１５７号）に定める認証保育所 

オ 東京都認定こども園の認定基準に関する条例（平成１８年東京都条例

第１７４号）に基づき、知事が認定した認定こども園 

カ 児童福祉法第５９条の２に基づく届出を行っている認可外保育施設 

キ アからカまでに準じる制度に基づき他の区市町村が設置又は認定して

いると区長が認めた施設等 



(2) 病気の回復期には至らないが当面の症状の急変は認められない者又は

病気の回復期にある者であって、医療機関による入院加療の必要はないが

安静の確保に配慮する必要性があり、集団保育が困難なものであること。 

(3) 保護者が次のいずれかに該当し、かつ、当該保護者の他に乳幼児を養育

する者がいないこと。 

ア 勤務の都合で出勤せざるを得ない場合 

イ 疾病又は出産で入院する場合 

ウ 家族の疾病等によりその介護に従事する場合 

エ 事故又は災害にあった場合 

オ アからエまでの規定に準ずる事情があり、区長が特に必要があると認

めた場合 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、実施施設の定員その他の状況から、対

象者の要件を必要な限度において制限することができる。 

（事業内容） 

第６条 事業の委託を受けた者（以下「受託者」という。）は、保育所保育指

針について（平成１１年１０月２９日児発第７９９号厚生省児童家庭局長通

知）に準拠して保育を行うものとする。 

２ 前項の事業を行うに当たっては、次に掲げる事項に配慮するものとする。 

(1) 体温の管理その他健康状態を的確に把握し、乳幼児の症状に応じて安静

を保てるような処遇内容とすること。 

(2) 他の乳幼児への感染の防止を図ること。 

(3) 保護者との信頼関係の構築に努めるとともに、病気に関する知識並びに

病児及び病後児の看護方法を伝える等子育て支援に積極的に取り組むこと。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、適切な保育を実施するために必要な措置を

講ずること。 

（職員配置） 

第７条 実施施設には、事業を専門に担当する職員として常勤保健師又は看護

師（以下「看護師等」という。）１人及び非常勤保育士（以下「保育士」と

いう。）１人を配置するものとする。ただし、第９条に定める定員以上の受

入れをする場合は、おおむね１０人の利用乳幼児につき１人以上の看護師等



を配置するとともに、おおむね３人の利用乳幼児につき１人以上の保育士を

配置するものとする。 

（職員研修） 

第８条 区長は、実施施設における事故の発生防止等のため、前条に規定する

職員の研修等を受託者に求めるものとする。 

（利用定員） 

第９条 実施施設（第４条第１項ただし書に規定する保育施設を含む。）の利

用定員は、１日当たり４人とする。ただし、第４条第１項第２号及び第３号

並びに第７条に定める基準を満たしている場合は、１日当たり５人以上の受

入れができるものとする。 

（利用期間） 

第１０条 事業を利用できる期間は、１回につき７日を限度とする。ただし、

乳幼児の健康状態についての受託者の判断及び利用者の状況により区長が必

要と認める場合には、７日を超えて利用させることができる。 

（休業日） 

第１１条 休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日、年始（１月２日及び同月３日をいう。）

及び年末（１２月２９日から同月３１日までをいう。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、休業日を変更

し、又は臨時に休業日を定めることができる。 

（保育時間） 

第１２条 保育時間は、１日８時間（午前９時から午後５時までの時間を含む。）

以上とし、受託者がこれを定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、保育時間を変

更することができる。 

（利用登録） 

第１３条 事業の利用を希望する保護者（以下「利用申請者」という。）は、

あらかじめ江東区病児・病後児保育事業利用登録申請書（別記第１号様式）

により区長に申請するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第５



条に定める要件を満たすと認めるときは、江東区病児・病後児保育事業利用

登録証（別記第２号様式。以下「登録証」という。）を利用申請者に交付す

るとともに、江東区病児・病後児保育事業利用登録通知書（別記第３号様式）

により受託者に通知し、要件を満たさないと認めるときは、江東区病児・病

後児保育事業利用登録申請却下通知書（別記第４号様式）により利用申請者

に通知する。 

３ 前項の規定により登録証の交付を受けた者の登録期間は、登録証に記載す

る登録日から第５条第１項第１号に掲げる保育施設を退所した日又は家庭福

祉員による保育を終了した日までとする。 

（利用仮登録） 

第１４条 利用申請者は、区長が緊急又はやむを得ない理由があると認めたと

きは、前条第１項の規定にかかわらず、口頭で申請することができる。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、江東区病児・病後児保育

事業仮登録証（別記第５号様式。以下「仮登録証」という。）を当該利用申

請者に交付する。 

３ 前項の規定により仮登録証の交付を受けた者の登録期間は、仮登録証に記

載する登録日から最長で７日間とする。 

（登録内容の変更） 

第１５条 第１３条第２項の規定により登録証の交付を受けた者（前条第２項

の規定により仮登録証の交付を受けた者を含む。以下「利用登録者」という。）

は、入所施設、住所等の登録内容に変更があったときは、速やかに江東区病

児・病後児保育事業登録内容変更届（別記第６号様式）により区長に届け出

なければならない。 

（利用の予約） 

第１６条 利用登録者は、事業を利用するときは、利用を希望する日（以下「利

用日」という。）の前日の保育時間内に受託者に対して登録証の番号、乳幼

児の氏名、保育施設名及び病状を告げ、利用の予約を行うものとする。ただ

し、利用日の前日が、第１１条に規定する休業日に当たるときは、その日前

のその日に最も近い休業日でない日に利用の予約を行うものとする。 

２ 利用の予約は、申込みの順序による。 



３ 第１項の規定にかかわらず、受託者は、定員に満たない場合であって、事

業の実施に特に支障がないと判断したときは、利用日当日においても、受託

者が定める時間内で利用の予約を受けることができる。 

（施設の利用） 

第１７条 利用登録者は、事業を利用するときは、利用する初日は江東区病児・

病後児保育事業利用申込書兼児童票（初日用）（別記第７号様式）を、２日

目以降は江東区病児・病後児保育事業利用申込書（２日目以降用）（別記第

８号様式）を受託者に提出するものとする。この場合において、与薬を希望

するときは江東区病児・病後児保育事業与薬依頼書（別記第９号様式）を、

保育施設に付設した施設を利用するときは利用日又は利用日の前日に掛かり

付けの医師による診察を受け、当該医師が作成した医師連絡票を受託者に提

出するものとする。 

（利用の可否） 

第１８条 受託者は、次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定める方法に

より、事業の利用の可否を判断するものとする。 

(1) 保育施設に付設した施設 前条に定める医師連絡票 

(2) 病院又は診療所に付設した施設 利用日ごとの医師の診察 

（利用状況の報告） 

第１９条 受託者は、利用日ごとに保育を実施した乳幼児の体温、便、睡眠、

食事その他の健康状態が把握できる内容を記載した児童生活状況連絡票（別

記第１０号様式）を作成し、事業を利用する保護者（以下「利用者」という。）

に交付するものとする。 

（利用者の遵守事項） 

第２０条 利用者は、事業の利用に際し、利用時間等受託者の定める事項を守

らなければならない。 

（利用料等） 

第２１条 利用者は、事業の利用に際し、１人につき１日２，０００円の利用

料を受託者に支払わなければならない。 

２ 受託者は、前項に規定する利用料のほか、事業に要した食費等の実費を利

用者に請求することができる。 



（利用料の助成） 

第２２条 区長は、次の各号に掲げる世帯に応じ、当該各号に定める額を助成

する。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護世帯及び現年度分

（４月から６月までの利用については、前年度分）の住民税非課税世帯 利

用料全額 

(2) 前年分（１月から３月までの利用については、前々年分）の所得税非課

税世帯 利用料の２分の１ 

２ 前項の規定による利用料の助成を受けようとする者は、江東区病児・病後

児保育事業利用料助成金交付申請書（別記第１１号様式）により区長に申請

するものとする。 

３ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは江東区病児・病後児保育事業利用料助成金交付決定通知書（別

記第１２号様式）により、不適当と認めるときは江東区病児・病後児保育事

業利用料助成金交付申請却下通知書（別記第１３号様式）により申請者に通

知する。 

４ 前項の規定により助成金の交付決定を受けた者（以下「助成決定者」とい

う。）は、江東区病児・病後児保育事業利用料助成金交付請求書（別記第１

４号様式）により区長に請求するものとする。 

５ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成決定者に対

し助成金を交付する。 

（助成金の返還） 

第２３条 区長は、助成決定者が偽りその他不正な行為により利用料の助成を

受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、助成金が既に

交付されているときは、その返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４号）

の定めるところによる。 

（利用の制限） 

第２４条 受託者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、実施施



設の利用を拒むことができる。 

(1) 乳幼児が伝染性の疾患を有し、感染症のおそれがあると判断したとき

（病児・病後児対応型施設にあっては、当面の症状の急変が認められない

場合を除く。）。 

(2) 乳幼児の症状が重く、入院加療を必要とするとき。 

(3) 定員を超えたとき。 

(4) 定員に満たない場合であっても、先に受け入れた乳幼児の疾患の状況等

により同一保育室内での受入れが不可能と判断したとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施施設の利用を不適当と認めたとき。 

（利用登録の取消し） 

第２５条 区長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業

の利用登録を取り消すことができる。 

(1) 利用目的に反する行為をしたとき。 

(2) 受託者の指導に従わないとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、災害その他の理由により実施施設を利用で

きなくなったとき。 

（開設準備経費補助） 

第２６条 区長は、受託者に対し、実施施設の開設準備に係る経費について、

別表の左欄に掲げる経費について、同表の右欄に掲げる額を補助することが

できる。 

２ 受託者は、開設準備に係る経費に対する補助金（以下「開設準備経費補助

金」という。）の交付を受けようとするときは、江東区病児・病後児保育事

業開設準備経費補助金交付申請書（別記第１５号様式）により区長に申請す

るものとする。 

３ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは江東区病児・病後児保育事業開設準備経費補助金交付決定通

知書（別記第１６号様式）により、不適当と認めるときは江東区病児・病後

児保育事業開設準備経費補助金交付不承認通知書（別記第１７号様式）によ

り受託者に通知する。 

４ 受託者は、前項により決定された開設準備経費補助金を請求しようとする



ときは、江東区病児・病後児保育事業開設準備経費補助金交付請求書（別記

第１８号様式）により請求するものとする。 

５ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに受託者に対し開

設準備経費補助金を支払う。 

６ 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開設準備経費補助金の全

部又は一部につき支払を停止し、又は既に支払った開設準備経費補助金の全

部又は一部につき返還を求めなければならない。 

(1) 受託者からの報告又は届出が適正でないと認められたとき。 

(2) 事業委託契約を解除したとき。 

（報告） 

第２７条 区長は、受託者に対し、必要に応じ事業の実施、施設の利用状況等

について報告を求めることができる。 

（委任） 

第２８条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、こども未

来部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年１月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正前の江東区病後児保育事業実施要綱に定める様式で、

現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正前の江東区病後児保育事業実施要綱に定める様式で、

現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

別表（第２６条関係） 



対象経費 補助金の額 

事業に専用に使用する施設又は設備の改修に係る

経費。ただし、施設の広さ及び特性を勘案し、区

長がやむを得ないと認める場合は他の施設との共

用部分を含む。 

対象経費の２分の１の額又

は４００万円のうちいずれ

か低い額 

 


